
 

 
整 理 番 号 

 

 
１ 

 

請 願 番 号 請願 ５第 ５号の３ 

 
件 名 

 

 
高輪築堤（第５・６街区及び第７街区）の現地保存を求める請願 

受 理 年 月 日 令和５年 ６月１９日 付 託 年 月 日 令和５年 ６月２０日 

請 願 者 
港区  高輪築堤の全面保存を求める会 

   共同代表 大 西   広 外６人 

紹 介 議 員 
とや英津子議員、アオヤギ有希子議員、原純子議員、 

曽根はじめ議員、原田あきら議員 

要 旨 
環状第４号線（高輪地区）、京浜急行鉄道（泉岳寺駅～新馬場間）連続

立体交差事業による工事が高輪築堤の遺構に与える影響について、早急に
地域住民及び都民に説明する場を設けること。 

 
現 在 の 状 況 

 

 
高輪築堤は、令和２年８月に東京都教育委員会により埋蔵文化財包蔵

地として周知された。 

同年９月には、文化財及び鉄道構造物の観点から、調査方法及び保存

方法等について検討し、必要な助言を行うことを目的に、「高輪築堤調

査・保存等検討委員会」（以下、「検討委員会」という。）が設置され

た。 

 

  環状第４号線（港南・高輪区間）及び京浜急行本線（泉岳寺駅～新馬

場駅間）連続立体交差事業（以下、「京急連立」という。）について

は、令和３年７月の検討委員会において、事業計画や高輪築堤に係る箇

所の施工方法等を説明し、記録保存とすることが承認された。 

これに基づき、環状第４号線（港南・高輪区間）では、文化財保護法

第 94 条に基づく発掘通知を東京都建設局から教育委員会教育長に提出

し、令和４年２月に高輪築堤に係る全ての箇所において記録保存のため

の現地調査が完了している。 

また、京急連立においても、令和４年から発掘通知を複数回提出し、

現地調査が完了した箇所から順次工事に着手している。 

 

  検討委員会における検討経緯や資料については、事務局である東日本

旅客鉄道株式会社及び京浜急行電鉄株式会社のホームページで順次掲載

し、工事による高輪築堤への影響も含めて、広く情報公開を行ってお

り、都としても事業に関する問合せには丁寧に対応している。 

 

  引き続き、検討委員会の助言を受けながら適切な調査、保存を行うと

ともに、東日本旅客鉄道株式会社及び京浜急行電鉄株式会社と連携しな

がら情報公開を行い、事業完了に向けて取り組んでいく。 
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請願 　 ５ 第　 　 ５ 号　 1 / 2

件　 　 　 名 高輪築堤（ 第５ ・ ６ 街区及び第７ 街区） の現地保存等に関する請願

番　 　 　 号

付託委員会

　 ５ 第　 　 ５ 号の１ 　 都市整備　 委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 の２ 　 文　 教　 　 委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 の３ 　 環境・ 建設委員会付託

受理年月日 令和　 ５ 年　 ６ 月１ ９ 日 郵便番号 105-0014

住所・ 氏名

港区芝一丁目４ －９ 　 平和会館７ Ｆ 　 港区労働組合総連合気付

　 　 高輪築堤の全面保存を 求める会

　 　 　 共同代表　 大　 西　 　 　 広　 外６ 人

 紹介議員

と や英津子君　 　 　 　 　 アオヤギ有希子君　 　 　 原　 　 純子君　 　 　 　 　

曽根はじ め君　 　 　 　 　 原田あきら 君　 　 　 　 　

（ 願　 　 意）

　 都において、 次のこ と を実現し ていただき たい。

１ 　 高輪築堤の「 第５ 街区、 第６ 街区」 及び「 品川駅周辺再開発事業（ 第二期） 」 、 八

　 ツ山橋に至る「 第７ 街区」 の再開発事業について、 都市計画の変更や文化財保護法に

　 基づく 届出などが実施さ れる前に、 東日本旅客鉄道株式会社（ 以下「 Ｊ Ｒ 東日本」 と

　 いう 。 ） に対し て、 次のこ と を 要請するこ と 。

（ １ ） 再開発事業の現状と 今後の計画を公開するこ と 。

（ ２ ） 再開発計画の策定に当たっ ては、 地域住民及び都民の声を 反映でき るよう にする

　 　 こ と 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 都市整備委員会—

２ 　 高輪築堤の「 第５ 街区、 第６ 街区」 及び八ツ山橋に至る「 第７ 街区」 の再開発計画

　 の策定に当たっ ては、 日本の明治近代化を 象徴する世界文化遺産級の文化財である高

　 輪築堤が、 現地に保存さ れるこ と を 基本と し て進めるよう JR東日本に要請するこ と 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 文教委員会—

３ 　 都及び京浜急行電鉄株式会社は、 環状４ 号線（ 高輪地区） 、 京浜急行本線（ 泉岳寺

　 駅〜新馬場駅間） 連続立体交差事業による工事が高輪築堤の遺構に与える影響につい

　 て、 早急に地域住民及び都民に説明する場を 設けるこ と 。 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 環境・ 建設委員会—

 

 

（ 理　 　 由）

　 日本の鉄道は、 明治５ 年９ 月１ ２ 日（ 新暦では同年１ ０ 月１ ４ 日） に、 新橋駅（ 現：

汐留) から 横浜駅( 現： 桜木町) までの区間で開業し たこ と に始まる。 開業から 150年を前
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請願 　 ５ 第　 　 ５ 号　 2 / 2

に発見さ れた高輪築堤は､令和４ 年３ 月３ １ 日に発行さ れた港区教育委員会資料「 概説

高輪築堤」 によると 、 「 当時の日本の鉄道技術、 土木技術を 将来に伝える唯一無二のも

の」 、 「 英国から 輸入さ れた鉄道と いう 仕組みを どのよう に日本の技術で実現さ せたか

を 今に残す貴重な遺構」 であり 、 「 地域の歴史と し ても 欠かせない遺構」 、 「 港区だけ

でなく 、 東京都､わが国の歴史を 理解する上で重要なも の」 と さ れており ､一般社団法人

日本イ コ モス国内委員会が開発計画を 見直すよう 要望を 出すと と も に、 日本の多く の学

協会も 要望書を 提出し ､一般社団法人日本考古学協会は何度も 会長声明を出し ている。

　 令和３ 年４ 月に、 Ｊ Ｒ 東日本が一部の現地保存と 信号機土台跡の移設、 残り の記録保

存の方針を 公表し 、 同年５ 月から 解体調査に入っ たこ と について、 国際連合教育科学文

化機関（ ユネスコ ) の諮問機関である国際記念物遺跡会議( イ コ モス) は、 令和４ 年１ 月

２ ８ 日にＪ Ｒ 東日本に対し て遺産危機警告（ ヘリ テージ・ アラ ート ) を 発出し ､「 発掘・

記録・ 破壊のサイ ク ル」 の停止と 、 より 広い範囲での一般公開、 開発計画の見直し など

を 求め、 世界的に貴重な文化遺産と し ての価値を 有する高輪築堤が破壊さ れている現状

に憂慮と 疑義を 示し た。

　 鉄道は､当時の国家事業と し て始まり ､戦前は「 鉄道院」 、 「 鉄道省」 などの国営事業

と し て､戦後は日本国有鉄道（ 国鉄） に改称し ､Ｊ Ｒ 東日本に引き 継がれた日本国民共有

の財産である。 また、 高輪築堤は世界遺産級の文化遺産である。 「 第５ ・ ６ 街区」 で確

認さ れている築堤が現地で全面保存さ れるのか、 一部保存にと どまるのか、 解体調査と

なっ て破壊さ れてし まう のか､多く の国民の目が注がれる中､Ｊ Ｒ 東日本は鉄道開業150

年を 前に､第一期工事区域内で一部保存区域を 除く 約８ ５ ％を壊す解体調査を 進めた。

　 Ｊ Ｒ 東日本自ら が設置し た高輪築堤調査・ 保存等検討委員会は「 高輪築堤跡の保存の

方針についての見解」 で、 「 検討委員会は（ 中略） ５ ・ ６ 街区については築堤の「 現地

保存」 を 考慮し た開発計画を 策定するこ と を 要望する。 」 と 述べている。 また、 Ｊ Ｒ 東

日本による現地住民説明会では、 「 第５ 街区、 第６ 街区及び品川駅周辺再開発事業の具

体的な計画は策定さ れていない。 」 と 報告さ れている。

　 と こ ろ が、 現在工事が進めら れている環状４ 号線（ 高輪地区） と 京浜急行本線（ 泉岳

寺駅〜新馬場駅間） 連続立体交差事業について、 令和３ 年７ 月１ ６ 日に開催さ れた第８

回高輪築堤調査・ 保存等検討委員会において「 環状４ 号線・ 京急連立は公共交通機関の

開発であっ て､５ ・ ６ 街区の開発計画と は切り 離すこ と が承認さ れた。 」 こ と から ､既に

群杭の一部を 壊し て環状４ 号線の橋り ょ う を 設置する工事や京急線の計画線がかかる部

分の記録保存調査が行われた｡こ れら の事業の住民説明会は､高輪築堤の遺構が確認さ れ

る以前に行われていたり 、 コ ロナ禍で「 資料送付」 のみの実施であっ たり し たため、 都

民に工事と 高輪築堤の現状がほと んど知ら さ れていない。
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整 理 番 号          

 
２ 

 
請 願 番 号 
 

      
請願５第 ９号の１ 

 
件 名          

 

 
葛西臨海水族園（仮称）整備等事業の事業者決定の手続き等に関する請願 
 

 
受 理 年 月 日          

 

 
令和 ５年 ６月２０日 

 
付 託年 月日       

 

 
令和 ５年 ６月２１日 

 
請 願 者   

 渋谷区 
 葛西臨海水族園の長寿命化を考える会 

      代表 横 河   健 
 

紹 介 議 員 上田 令子 議員 

 
要 旨          

 

 
都において、葛西臨海水族園（仮称）整備等事業について、次のこ

とを実現していただきたい。 
 
１ 事業者決定の手続に瑕疵（かし）がないことを、根拠ある資料に
より明らかにすること。 
 
２ 入札の審査過程や議会における承認の手続に瑕疵（かし）がある
場合には、事業者選定のやり直し、又は現在設計が進められている計
画の内容を都民に公開し、樹木の大量伐採などによる景観や環境の破
壊が極力少ない計画への見直しを、下記のとおり行うこと。 
 
（１）新施設の計画を進めるに当たり、東京における自然の保護と回
復に関する条例にのっとり、損なわれる自然を最小限にとどめるため､
葛西臨海水族園北側の約1,400本の既存樹木について、伐採や移植が最
小限となる計画とするよう事業者を指導すること。 
（２）事業者に対して、自然の保護と回復に自ら努め、現在の水族園
の敷地全体の樹木や土壌などを含む既存の景観と自然環境を最大限守
るとともに、特に、既存の淡水生物館及び流れ周辺の敷地北側の樹林
を既存施設及び展示造形と共に利活用するよう指導すること。 
（３）「新施設は、樹木の伐採を最小限とするため、芝生広場を中心
に建設する」という都の方針にのっとり、新施設の建設範囲を､北側の
約1,400本の樹林の南側で、芝生広場の範囲から極力逸脱しない領域と
し、水族園全体の景観と調和する計画とするよう事業者を指導するこ
と。 
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現 在 の 状 況          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本事業を進めるにあたっては、様々な分野の専門家により構成された検

討会において事業計画を策定し、本計画に基づき、施設整備の機能及び性

能などを示した要求水準書を定め、総合評価一般競争入札の公告を行っ

た。 

その後、建築や環境などの専門家等から構成される技術審査委員会に

おいて、落札者決定基準に基づき提案内容を審査し、落札者を決定し

た。 

事業計画、要求水準書、落札者決定基準及び技術審査委員会における

審査の過程については、都ホームページにおいて公表している。 

  また、落札者決定後、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の

促進に関する法律（PFI法）第十二条の規定に基づき、令和４年第四回都

議会定例会に、事業契約の締結についての議案を上程し、審議を経て、

令和４年１２月１５日に可決されている。 
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請願 　 ５ 第　 　 ９ 号　 1 / 3

件　 　 　 名 葛西臨海水族園（ 仮称） 整備等事業の事業者決定の手続等に関する

請願

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 　 ９ 号の１ 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 の２ 　 議会運営　 委員会付託

受理年月日 令和　 ５ 年　 ６ 月２ ０ 日 郵便番号 151-0053

住所・ 氏名

渋谷区代々木五丁目７ －１ ２ 　 横河設計工房

　 　 葛西臨海水族園の長寿命化を考える会

　 　 　 　 　 代表　 横　 河　 　 　 健　

 紹介議員

上田　 令子君　 　 　 　 　

（ 願　 　 意）

　 都において、 葛西臨海水族園（ 仮称） 整備等事業について、 次のこ と を 実現し ていた

だき たい。

１ 　 事業者決定の手続に瑕疵（ かし ） がないこ と を、 根拠ある資料により 明ら かにする

　 こ と 。

２ 　 入札の審査過程や議会における承認の手続に瑕疵（ かし ） がある場合には、 事業者

　 選定のやり 直し 、 又は現在設計が進めら れている計画の内容を 都民に公開し 、 樹木の

　 大量伐採などによる景観や環境の破壊が極力少ない計画への見直し を、 下記のと おり

　 行う こ と 。

（ １ ） 新施設の計画を 進めるに当たり 、 東京における自然の保護と 回復に関する条例に

　 　 のっ と り 、 損なわれる自然を 最小限にと どめるため､葛西臨海水族園北側の約1, 400

　 　 本の既存樹木について、 伐採や移植が最小限と なる計画と するよう 事業者を 指導す

　 　 るこ と 。

（ ２ ） 事業者に対し て、 自然の保護と 回復に自ら 努め、 現在の水族園の敷地全体の樹木

　 　 や土壌などを 含む既存の景観と 自然環境を 最大限守ると と も に、 特に、 既存の淡水

　 　 生物館及び流れ周辺の敷地北側の樹林を 既存施設及び展示造形と 共に利活用するよ

　 　 う 指導するこ と 。

（ ３ ） 「 新施設は、 樹木の伐採を 最小限と するため、 芝生広場を 中心に建設する」 と い

　 　 う 都の方針にのっ と り 、 新施設の建設範囲を ､北側の約1, 400本の樹林の南側で、 芝

　 　 生広場の範囲から 極力逸脱し ない領域と し 、 水族園全体の景観と 調和する計画と す

　 　 るよう 事業者を指導するこ と 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 環境・ 建設委員会—
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請願 　 ５ 第　 　 ９ 号　 2 / 3

３ 　 都議会において、 環境・ 建設委員会関係の請願及び陳情の審査に際し て、 発言せず

　 に表決に加わるだけで職責を 果たし ていると は言えない議員に対し 、 自ら 辞するよう

　 議長から 勧告するこ と 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 — 以上　 議会運営委員会—

 

 

（ 理　 　 由）

　 都は、 令和４ 年８ 月に葛西臨海水族園（ 仮称） 整備等事業の落札結果を 公表し 、 その

後、 事業者選定経過及び審査講評、 客観的評価の結果などを 公表し た。 し かし 、 要求水

準書の妥当性、 審査の公平性及び透明性並びに議会における承認の手続に瑕疵( かし ) が

あっ た形跡がある。

　 提案審査において、 葛西臨海公園内に立地する水族園の在り 方を 決定的なも のと する

配置計画と 景観・ 外観計画に対する加点審査の配点は､いずれも 700点中２ １ 点と 極端に

低く 設定さ れていたこ と や、 審査員の人選において、 事業計画検討会には含まれていた

建築の意匠や水族館の設計に関わる専門家と ラ ンド スケープの専門家が排除さ れていた

こ と などから 、 事業者の選定には恣意性があっ たと 思われる。

　 落札し た事業者による計画案について、 公表さ れたのは、 全体像を 意図的に分から な

く し たよう な鳥瞰（ ちょ う かん） パースと 内部の展示構成、 レスト ラ ン前の広場のパー

ス程度であり 、 計画内容が明ら かにさ れていない。 非落札者の提案や２ 事業者の入札金

額の内訳も 一切公表さ れず、 秘匿さ れている。

　 都は、 計画概要も 入札金額の内訳も 不明なまま、 議会の承認を 求めた。 また、 定例会

及び環境・ 建設委員会において説明を 求めら れたにも かかわら ず、 事業者の著作権を盾

に一切公表するこ と を 拒否し た。 そし て、 情報を 明ら かにするこ と なく 、 定例会におい

て承認を 得て、 事業を 進めてし まっ ている。

　 本事業は、 都が誇る事業であり 、 都民の財産と なる施設に関する情報を 公開するこ と

は当然である。 事業者の著作権を 理由と し て、 都民に情報公開するこ と ができ ないよう

な契約は間違っ ている。

　 都民が抱いている懸念を払拭するためにも 、 改めて落札事業者の決定に使用し た２ 事

業者の提案資料、 審査委員の選定理由、 審査の発言者名入り の速記録を公開し 、 審査が

公正になさ れたこ と を 明ら かにすべき である。

　 令和５ 年６ 月５ 日の日刊紙に、 「 東京「 葛西臨海水族園」 樹木切り 倒し 　 幻のプラ ン

Ｂ 採用なら 「 1, 400本」 伐採は避けら れた! 」 と いう 記事と 共に、 非落札者が提案し たと

さ れる建築パースが掲載さ れた。 こ れが本物であるなら ば、 現在の水族園全体の景観や

環境の歴史的な継続性を 求めて、 淡水生物館と その周辺の森、 景観展示、 水景及び自然

環境を利活用するこ と を 提案し た事業者ではなく ､約1, 400本に及ぶ大量の樹木の伐採又
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請願 　 ５ 第　 　 ９ 号　 3 / 3

は移植、 淡水生物館及び流れ並びに景観展示の全てを 解体撤去と するこ と を 提案し 、 入

札金額が９ 億円高かっ た事業者を 落札者と し て決定し たこ と になる。 先に挙げた加点審

査の配点の問題を 含め、 決定の根拠を 明ら かにすべき である。

　 都は、 令和５ 年３ 月に、 ホームページで「 よく ある質問」 を公表し たが、 同年６ 月に

更新し ､「 1, 400本の樹木を伐採するなどの情報が、 Ｓ Ｎ Ｓ を 中心に一部で流れています

が、 事実ではあり ません。 」 と 加筆さ れた。 こ れまで「 事実」 を 隠蔽し 、 都民への公表

を 避けてき た都が「 事実と 異なる情報が流布さ れている」 と 公表するこ と はあっ てはな

ら ないと 思う 。 「 事実と 異なる」 と し たから には「 事実」 が明確になっ ていると いう こ

と であり 、 その「 事実」 を、 樹木調査図に建設範囲を 重ねた配置図、 伐採する予定の樹

木の本数、 「 可能な限り 」 移植する予定の樹木の本数、 移植性を 明示し た図などにより 、

具体的に示すべき である。

　 葛西臨海水族園は、 重要文化財と し て歴史に残すべき 建築、 景観や展示が一体と なっ

た建築文化遺産である。 都民が長年の生活の中で培っ てき た、 世代を 超えた記憶と つな

がる、 風景、 景観、 建築、 樹木及び水景を 含むラ ンド スケープを 安易に破壊し 、 未来へ

受け継ぐ べき 文化を断絶する公園整備はやめるべきである。
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整 理 番 号          

 
３ 

 
陳 情 番 号 
 

      
陳情５第 ２７号 

 
件 名          

 

 
葛西臨海水族園の更新に当たり環境影響評価の実施を求めることに関する陳

情 
 

 
受 理 年 月 日          

 

 
令和５年６月１６日 

 
付 託年 月日       

 

 
令和５年６月２１日 

 
陳   情   者   江戸川区 

近 藤 周 二 

 
要 旨          

 

都において、葛西臨海水族園の更新に当たり、本格的な設計前に環
境影響評価を実施し、その内容を公表していただきたい。 

 

 
 
 
現 在 の 状 況          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

葛西臨海水族園の新施設整備事業は、東京都環境影響評価条例に定

める環境影響評価の対象事業に該当しないため、環境影響評価は実施し

ない。 

また、環境影響評価に準じた調査を実施することも予定していな

い。 

なお、本事業を進めるにあたっては、施設の長寿命化やエコマテリ

アルの積極的採用など、環境の保全に配慮することとしている。 
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陳情 　 ５ 第　 ２ ７ 号　 1 / 2

件　 　 　 名 葛西臨海水族園の更新に当たり 環境影響評価の実施を求めるこ と に

関する陳情

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 ２ ７ 号　 　 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

受理年月日 令和　 ５ 年　 ６ 月１ ６ 日 郵便番号 134-0088

住所・ 氏名

江戸川区西葛西八丁目２ －２ －７ ０ ５

　 　 　 　 　 　 　 　 近　 藤　 周　 二　

（ 願　 　 意）

　 都において、 葛西臨海水族園の更新に当たり 、 本格的な設計前に環境影響評価を 実施

し 、 その内容を 公表し ていただき たい。

 

 

（ 理　 　 由）

　 新し い葛西臨海水族園の屋上スペースに、 太陽光パネルが設置さ れると のこ と である。

再生可能エネルギーを 活用すると いう 意図は理解でき る。 し かし 、 同水族園がある葛西

臨海公園に隣接する葛西海浜公園（ 約367ヘク タ ール) は、 国により 葛西沖三枚洲鳥獣保

護区及び葛西沖三枚洲特別保護地区に指定さ れ、 2018年１ ０ 月１ ８ 日にはラ ムサール条

約湿地にも 登録さ れており 、 国際的に重要な渡り 鳥の生息地と なっ ている。

　 1996年にオースト ラ リ アのブリ ズベンで開催さ れたラ ムサール条約の第６ 回締約国会

議で採択さ れた「 勧告６ ． ２ 環境アセスメ ント 」 では、 「 環境アセスメ ント （ Ｅ Ｉ Ａ ）

の手続き を 湿地の賢明な利用を 育む一つの手段と し て用いるよう 奨励」 し ている。 また、

「 勧告６ ． ２ の付属書」 では、 「 環境アセスメ ント （ Ｅ Ｉ Ａ ） はこ の目的のために適用

さ れ、 政策および法律の中に正式に組み込まれるべき と すでに確認が得ら れた分野であ

る」 と し ている。

　 東京都環境影響評価条例では、 ラ ムサール条約湿地などの環境の重要性ではなく 、 事

業規模に着目し て環境影響評価の対象事業を 定めており 、 葛西臨海水族園の更新は同条

例の対象事業と なっ ていない。

　 また、 太陽光パネルの野鳥への影響については、 論文や記事などはあるも のの、 正式

な調査報告は見当たら ない状況である。

　 し かし 、 葛西臨海公園及び葛西海浜公園は、 四季を 通し てたく さ んの野鳥が飛来する

有数の場所と なっ ており 、 太陽光パネルが国際的に重要な渡り 鳥の生息地に与える影響

が懸念さ れる。 住民から 広く 意見を 聴き、 専門家の意見も 聴きながら 、 環境保全の観点

から より 良い事業と するために、 環境影響評価を 実施するこ と が必要である。
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陳情 　 ５ 第　 ２ ７ 号　 2 / 2

　 そこ で、 葛西臨海公園に設置さ れる太陽光パネルが、 葛西海浜公園に生息する渡り 鳥

などの鳥類に与える影響について、 東京都環境影響評価条例の別表第二十七号「 前各号

に掲げるも ののほか、 こ れら の事業と 同程度に環境に著し い影響を 及ぼすおそれのある

事業で規則で定めるも の」 と し て規則に定めて環境影響評価の対象と するか、 又は葛西

臨海水族園の建設は都の事業であるこ と に鑑みて、 特に都の政策と し て同条例に準じ た

形で環境影響評価を実施するべき である。 本年４ 月に策定さ れた「 東京都生物多様性地

域戦略アク ショ ンプラ ン」 の実施の観点から も 、 自然生態系の保護に万全を 期すこ と が

必要である。
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整 理 番 号 

 

 
  ４ 

陳 情 番 号 陳情 ５ 第 １２号 

件 名 

 
 東武東上線（大山駅付近）の連続立体交差事業に関する陳情 
 

受 理 年 月 日 令和 ５年 ５月１２日 付 託 年 月 日 令和 ５年 ６月１４日 

陳 情 者 板橋区 
     枝 村 茂 樹 

要 旨 
  都において、東武東上線の大山駅付近で踏切問題を解消するために進め

られている連続立体交差事業について、高架方式での建設計画を中止し、

地下方式に変更していただきたい。 

 
現 在 の 状 況 

 

 
本事業は、大山駅を中心とした約１．６ｋｍの区間にある８箇所の踏

切を除却する事業であり、令和元年１２月に高架方式で都市計画決定、

令和３年１２月に都市計画事業認可を取得し、現在は用地取得を進めて

いる。 
本区間の構造形式の決定に当たっては、高架方式・地下方式の２案に

ついて、鉄道周辺の地形などの「地形的条件」、除却される踏切の数な

どの「計画的条件」、事業費や事業期間などの「事業的条件」の３条件

で比較検討した。 
「地形的条件」については、高架方式・地下方式どちらの案も対応可

能であり、「計画的条件」については、高架方式では８箇所の踏切を除

却できる一方、地下方式では除却する８箇所の踏切のうち２箇所の道路

が鉄道の掘割構造部のため通行できなくなることから、高架方式が優位

となった。また、「事業的条件」については、高架方式での事業費が約

３４０億円であるのに対し、地下方式では約５５０億円となり、高架方

式が優位となった。 
以上のことから、本区間の構造形式として高架方式を決定した。 
引き続き、地元住民に丁寧な説明を行うとともに、地元区や鉄道事業

者と連携し、令和１２年度の完成に向けて事業を着実に推進していく。 
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陳情 　 ５ 第　 １ ２ 号　 1 / 2

件　 　 　 名 東武東上線（ 大山駅付近） の連続立体交差事業に関する陳情

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 １ ２ 号　 　 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

受理年月日 令和　 ５ 年　 ５ 月１ ２ 日 郵便番号 175-0054

住所・ 氏名

板橋区西台三丁目１ ９ －１ ２

　 　 　 　 　 　 　 　 枝　 村　 茂　 樹　

（ 願　 　 意）

　 都において、 東武東上線の大山駅付近で踏切問題を 解消するために進めら れている連

続立体交差事業について、 高架方式での建設計画を中止し 、 地下方式に変更し ていただ

き たい。

 

 

（ 理　 　 由）

　 東武東上線の大山駅付近では、 踏切問題を 解消するために鉄道の高架化が進めら れて

いる。 し かし 、 こ の区間は、 山手通り 及び首都高速５ 号池袋線と 交差し ているため、 高

架方式で建設し た場合の構造はアッ プダウンが激し く 、 まるでジェ ッ ト コ ースタ ーに乗

っ ているかのよう な状況になると 聞いている。 こ のよう な構造では、 乗客にと っ て乗り

心地が悪く なる。 高架方式にはメ リ ッ ト が感じ ら れず、 デメ リ ッ ト の方が非常に大きい

ため、 こ の計画を 白紙に戻し 、 地下方式に変更すべき である。

　 踏切問題の解消に当たっ ては、 将来を見越す意味でも 、 地下方式が最善の方法である。

ロシアによるウク ラ イ ナへの侵略のよう な惨事が起き た場合は地下シェ ルタ ーの役割を

果たし 、 貴重な人命を 救う 一助にも なる。 ウク ラ イ ナへの侵略は、 ウク ラ イ ナが仕掛け

た戦争ではなく 、 ロシアから の一方的な侵略である。 現在の東アジア情勢から 見ても 、

き な臭く 、 平和慣れし た考えのままではいら れない状況が迫っ ていると 感じ ている。 他

国から 侵略を 受けた際に、 高架方式では戦闘機や爆撃機から 線路が一目瞭然で確認でき 、

タ ーゲッ ト にさ れやすい。 地下方式は、 建設費が高架方式より 約200億円多く 掛かるが、

増えた分は未来への先行投資と 考えれば、 それほど高額と は思えない。 政府においては

当然のこ と であるが、 都民・ 国民の命を守るこ と は、 行政機関と し ての最大の務めであ

る。 以上を 踏まえても 、 都はこ の計画を再考すべきである。

　 また、 中板橋駅から 大山駅の区間では、 特に大山駅のホームは、 カ ーブがき つく 、 電

車と の隙間も 大き いこ と から 、 地下方式に変更し た場合には、 現在の板橋区立グリ ーン

ホールが在る所に大山駅を設けるこ と により 、 中板橋駅から 下板橋駅間が直線に近い線
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陳情 　 ５ 第　 １ ２ 号　 2 / 2

路に生まれ変わり 、 乗り 心地も 向上すると 考えら れる。 さ ら に、 板橋区立グリ ーンホー

ル、 板橋税務署、 板橋区立文化会館等が入る合同庁舎を 整備し 、 板橋区役所に通じ る地

下道を設け、 そこ に動く 歩道も 設けるこ と により 、 都営三田線への乗換えの利便性が向

上する。 こ れを 機に、 現在進めら れている大山地区の再開発に反対し ている住民の気持

ちも 少し は和ら ぎ、 再開発も 大いに進むと 考えら れる。 名古屋市を 筆頭に、 札幌市など

の大都市は、 地下街の開発に力を 入れるこ と により 発展し ており 、 東武東上線の地下街

の開発も 重要である。

　 こ のよう に、 地下方式での建設は、 踏切問題が解消し 、 住環境の向上にも つながる最

善の方法である。
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整 理 番 号          

 
5 

 
陳 情 番 号 
 

      
陳情５第 ２８号 

 
件 名          

 

 

日比谷公園の歴史文化の尊重・再生整備計画の保留・文化財として 

の保存に関する陳情 

 
 
受 理 年 月 日          

 

 
令和５年６月１９日 

 
付 託年 月日       

 

 
令和５年６月２１日 

 
陳   情   者 

 小金井市東町二丁目２８－１１ 
  日比谷公園の歴史と文化をこよなく愛する会 
     代表 高 橋 康 夫 

 
要 旨          

都において、日比谷公園の性急な再生整備はせず、一旦中断した上
で、時間を掛けて利用者や住民との合意を得ながら、東京の歴史遺産
を残すように再検討していただきたい。 

 
現 在 の 状 況          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

都立日比谷公園は、明治３６年に近代的洋風公園の先駆けとして開園

した、日本を代表する都市公園である。賑わいや憩いの場として多くの

都民に親しまれているとともに、皇居などの周辺の緑と一体となって都

心の緑の核を形成し、都市に風格や潤いを与えている。 

令和３年７月に公表した都立日比谷公園再生整備計画では、１００
余年の時代を経て日比谷公園に積層した魅力にさらに磨きをかけ、誰
もが利用しやすい空間を創出することなどを目指しており、令和５年
７月に公表した事業計画「バリアフリー日比谷公園プロジェクト」に
おいても、歴史的文化的な価値を継承しつつ、誰もがより楽しめる公
園に進化させることとしている。 

都立日比谷公園再生整備計画は、令和元年１０月の東京都公園審議
会への諮問、学識経験者等による審議を経て、都民等からの意見も踏
まえて取りまとめられた答申に基づき策定しており、今後は「バリア
フリー日比谷公園プロジェクト」に基づき、詳細な整備内容等につい
て情報発信することとしている。令和５年８月には、第二花壇エリア
の整備工事にかかる内容と合わせて、「バリアフリー日比谷公園プロ
ジェクト」に関するオープンハウスを開催し、多くの方からご意見を
いただいている。 
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件　 　 　 名 日比谷公園の歴史文化の尊重・ 再生整備計画の保留・ 文化財と し て

の保存に関する陳情

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 ２ ８ 号　 　 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

受理年月日 令和　 ５ 年　 ６ 月１ ９ 日 郵便番号 184-0011

住所・ 氏名

小金井市東町二丁目２ ８ －１ １

　 　 日比谷公園の歴史と 文化を こ よなく 愛する会

　 　 　 　 　 代表　 高　 橋　 康　 夫　

（ 願　 　 意）

　 都において、 日比谷公園の性急な再生整備はせず、 一旦中断し た上で、 時間を 掛けて

利用者や住民と の合意を 得ながら 、 東京の歴史遺産を 残すよう に再検討し ていただきた

い。

 

 

（ 理　 　 由）

　 東京都心にある日比谷公園は、 明治３ ６ 年開園の日本最初の西洋風公園であり 、 都立

公園の中で最も 歴史あるも のの一つである。 野外大音楽堂、 花壇、 噴水など、 近代の記

憶そのも のと 言えるアイ コ ンにあふれている。

　 さ ら に、 １ ６ 万平方メ ート ル以上の樹林空間は、 住民のみなら ず、 通勤者、 観光客に

も 安ら ぎを も たら し 、 都心の環境改善に大き く 貢献し ている。

　 私たち「 日比谷公園の歴史と 文化を こ よなく 愛する会」 の創立メ ンバーは、 長年日比

谷公園及び都立公園の管理に従事し てきた。 日比谷公園の歴史、 文化、 美、 緑、 環境、

市民性に誇り を 持ち、 未来に手渡すために努力し てき た。

　 と こ ろ が、 日比谷公園の再生整備計画が突然持ち上がり 、 詳細が分から ないまま、 令

和３ 年３ 月には公園の一部（ にれのき 広場） で約２ ４ 本の樹木の伐採が行われた。 工事

の説明には、 「 樹木移植」 と 記載さ れていたので、 虚偽記載になる。

　 現在、 何か所かフ ェ ンスが建てら れ、 樹木の強せん定も 見ら れる。 し かし 、 公園内に

公園改修や工事を 知ら せる説明などは皆無である。 こ の先どの施設が壊さ れ、 どの樹木

が切ら れるのか、 甚だ不安である。 令和５ 年５ 月に図面などの情報の開示請求を 行っ て

いるが、 まだ開示さ れていない。

　 それにも かかわら ず、 同年９ 月には工事に着手すると 聞いている。 都の目標の一つは、

「 透明な都政」 のはずである。 不透明なまま、 人気のある日比谷公園の工事を 進めるの

ではなく 、 まずは一旦立ち止まるべき である。

　 計画の詳細を 明ら かにし 、 公園の真の持ち主である市民に十分に知ら せ、 時間を 掛け
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て利用者等への説明会などを 行い、 貴重な樹木や歴史ある施設を どう するのかを 議論し 、

価値あるも のを 残すよう に再検討すべきである。

　 地元の千代田区では、 公園の改修などを 検討する際、 住民中心の協議会に専門家を交

えた話合いが行われる。 こ の度の日比谷公園の再生整備計画には、 ディ ベロッ パーの大

き な関与がある一方で、 住民は全く 関与し ていない。 都立公園と いえども 、 地元の考え

を 重視し 、 住民の意見を 尊重すべき である。

　 日比谷公園は日本最初の西洋風公園であり 、 唯一の存在である。 時の商業主義と は別

次元で考えて保存さ れるべき であり 、 文化財と し て保存・ 維持すべき である。

　 文化庁文化財部記念物課が平成２ ４ 年６ 月に発行し た「 近代の庭園・ 公園等に関する

調査研究報告書」 によれば、 日比谷公園は、 国又は地方公共団体による名勝と し ての指

定の候補と なり 得るも のである。

　 こ れまで１ １ 公園（ 哲学堂公園、 山手公園、 円山公園など） が国から 名勝に指定さ れ

ているが、 日比谷公園が指定さ れていないのは不自然である。 日比谷公園も 国から 名勝

の指定を 受け、 歴史遺産と し ての公園整備と 集客を考えるべきである。

　 また、 世論にも 配慮すべき である。 性急な公園開発や樹木の伐採には必ず反対意見が

噴出する。 日比谷公園の樹木の伐採に対し ては１ 万６ 千筆を 超えるイ ンタ ーネッ ト 上の

反対署名が、 神宮外苑の樹木伐採に対し ては１ ８ 万筆以上の反対署名が集まっ ている。

他にも 多く の反対運動が見ら れる。 都は、 こ のよう な世論を 先取り し ていく べき である。
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祖師谷公園におけるスケートボードパークの整備等に関する陳情 

 
受 理 年 月 日          

 

 
令和 ５年 ６月 ９日 

 
付 託年 月日       

 

 
令和 ５年 ６月２１日 

 
陳   情   者 

 世田谷区北烏山三丁目１０－１６ クレイルメゾン３０１ 
   祖師谷スケートボード協会 
      代表 角 谷 銀 兵 

 
要 旨          

 

 
都において、次のことを実現していただきたい。 
１ 祖師谷公園内に、スケートボードを安全に楽しめるスケートボー 

ドパークを整備すること。 
２ スケートボード用の器具の管理や祖師谷スケートボード協会の活 

動に対して支援すること。 
  

 
現 在 の 状 況          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
都立公園は、散策や運動、レクリエーションの場などとして、誰もが

快適で安心して利用できることが重要である。 

祖師谷公園においては、他の公園利用の妨げとならない場所を確保す

ることができず専用施設の整備は困難であるが、公園出入り口付近の広

場において通行等の支障にならないよう実状に応じたルールを設定する

とともに、器具の開施錠等に協力し、スケートボードの利用を認めてい

る。 

また、公園でのスケートボード利用については、他の公園利用者との

接触の危険性、園路等の損傷、騒音やマナーに対する苦情等様々な課題

があるため、都は、より安全な利用ができるよう仮設柵を設置するとと

もに、時間外利用対策のためのカメラの設置、夜間パトロールなどを実

施している。 
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件　 　 　 名 祖師谷公園におけるスケート ボード パーク の整備等に関する陳情

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 ２ ３ 号　 　 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

受理年月日 令和　 ５ 年　 ６ 月　 ９ 日 郵便番号 157-0062

住所・ 氏名

世田谷区北烏山三丁目１ ０ －１ ６ 　 ク レ イ ルメ ゾン３ ０ １

　 　 祖師谷スケート ボード 協会

　 　 　 　 　 代表　 角　 谷　 銀　 兵　

（ 願　 　 意）

　 都において、 次のこ と を実現し ていただき たい。

１ 　 祖師谷公園内に、 スケート ボード を安全に楽し めるスケート ボード パーク を 整備す

　 るこ と 。

２ 　 スケート ボード 用の器具の管理や祖師谷スケート ボード 協会の活動に対し て支援す

　 るこ と 。

 

 

（ 理　 　 由）

　 祖師谷スケート ボード 協会では、 ５ ０ 〜６ ０ 名の様々な年代のメ ンバーが活動し てお

り 、 スケート ボード エリ ア周辺の清掃活動、 スケート ボード 用の器具であるセク ショ ン

の管理・ 修繕及び公営のスケート ボード パーク の整備に向けた協議を 行っ ている。

　 祖師谷公園では、 ２ ５ 年以上にわたっ て、 近隣に住むスケータ ーの有志がお金を 出し

合い、 手作業で器具の設置や管理を し てき た。 し かし 、 スケータ ーの増加により 、 器具

の修繕頻度が増えたこ と から 、 公園の管理事務所と 覚書を 交わし 、 平成１ ７ 年１ １ 月か

ら は共同管理の形をと っ ている。

　 こ れまでは、 近隣住民や管理事務所の理解があり 、 公園内でスケート ボード が禁止さ

れたこ と はなかっ た。 し かし 、 滑走及び器具の設置が正式に許可さ れているわけではな

く 、 曖昧な状態になっ ている。

　 近年、 スケート ボード の人気が高まり 、 オリ ンピッ ク の正式種目に採用さ れたこ と に

よっ て、 公園の利用者が大幅に増加し たため、 スペースに余裕が無く なり 、 器具の劣化

も 進んだ。 そのため、 有志から の寄付のみでは、 子供たちが安全にスケート ボード がで

き る環境を 維持するこ と が難し く なっ てき ている。

　 また、 利用者が増えたこ と で、 管理事務所と 協議の上でローカ ルルールと し て決めた

スケート ボード の利用時間外である夜間の利用者も 増加し 、 苦情にも つながっ ている。

さ ら に、 ルールを 守っ ていても 、 子供や若者が楽し そう にし ているのを見ただけで意見
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が寄せら れる。 こ のよう な意見は少数でも 声が大きいため、 行政側も 無視でき ない。 こ

のままでは、 子供たちが公園内でスケート ボード を安全に楽し むこ と ができ なく なっ て

し まう 。
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